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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

日本食品機械工業会（FOOMA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり，

日本産業標準調査会の審議を経て，厚生労働大臣及び経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これ

によって，JIS B 9650-1:2011 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣，経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS B 9650 の規格群（食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計要求事項通則）には，次に示す部編

成がある。 

JIS B 9650-1 第 1 部：安全設計要求事項 

JIS B 9650-2 第 2 部：衛生設計要求事項 
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食料品加工機械の安全及び衛生に関する 

設計要求事項通則－第 1 部：安全設計要求事項 

General design requirements for safety and hygiene of food processing 

machinery-Part 1: General design requirements for safety 

 

序文 

この規格は，JIS Z 8051 に規定する安全規格の種類のうちの製品安全規格に相当し，JIS B 9700 のまえ

がきで示されたタイプ C 規格であって，リスクアセスメント及びリスク低減のための方法論は JIS B 9700

の規定に従っている。 

食品の加工及び製造に用いる機械及びその附属装置（以下，食料品加工機械という。）の設計においては，

食料品加工機械が作業者に危害を及ぼすリスクだけでなく，機械によって生産した食品が消費者に健康上

の危害を及ぼすリスク及び生産者が食品の回収などの経済的損失を負うリスクをも考慮しなければならな

い。JIS B 9650 の規格群では，作業者に対する危害を扱う安全面の一般要求事項，生産した食品によって

消費者が受ける健康上の危害及び生産者が負う経済的損失を扱う衛生面の一般要求事項を各部に分けて規

定する。 

 

1 適用範囲 

1.1 この規格は，食料品加工機械の安全面を対象とする安全設計のための一般的な要求事項のうち，JIS B 

9700 に規定する要求事項に加えて拡張が必要な事項について規定する。 

1.2 この規格は，バッチ処理及び連続処理を行う開放系及び閉鎖系の機械・装置に適用する。異なる機能

をもつ複数の食料品加工機械を連結し統一的に連携運転させるような統合生産システムには適用しない。 

注記 統合生産システムの安全性については，ISO 11161 が定めている。 

1.3 この規格は，動力，加熱及び制御に何らかのエネルギーを使用し，商用の食品又はその原料を量産す

る工場などの事業所で使用する産業機械に分類される食料品加工機械に適用する。ただし，家庭，レスト

ランなどのちゅう（厨）房で使用する業務用機械に分類される食料品加工機械には適用しない。 

食料品加工機械の主なグループの例を，次に示す。 

a) 製パン機械 

b) 製菓機械 

c) 肉類加工機械 

d) 水産加工機械 

e) 製粉機械 

f) 製めん機械 

g) 飲料加工機械 

h) 精米麦機械 


